
  

一 

良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な

推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進

に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施

策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律 

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
第
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
九
条
―
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
六

条
―
第
二
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
ゲ
ノ
ム
情
報
が
人
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
の
根
幹
に
関
わ
る
と
と
も
に
遺
伝
的
特
徴
を
示
す
機
微

な
情
報
で
あ
り
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
ゲ
ノ
ム
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
課
題
に



 

二 

対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
は
、
個
人
の
身
体
的
な
特
性
及
び
病
状
に
応
じ
た
最
適
な
医
療
の
提
供

を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
の
健
康
の
保
持
に
大
き
く
寄
与
す
る
一
方
で
個
人
の
権
利
利
益
の
擁
護
の
み
な
ら
ず
人
の

尊
厳
の
保
持
に
関
す
る
課
題
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
な

い
社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
を
国
民
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
ゲ

ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
そ
の
他
の
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等

に
関
す
る
施
策
（
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
者
の

救
済
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に

関
す
る
施
策
に
関
し
、
国
等
の
責
務
及
び
基
本
計
画
の
策
定
そ
の
他
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
人
」
の
下
に
「
（
胎
児
を
含
む
。
）
」
を
、
「
細
胞
」
の
下
に
「
又
は
人
の
受

精
胚
の
細
胞
（
受
精
卵
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。 

一 

次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
、
他
人
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
。 



  

三 

イ 

特
定
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。 

ロ 

特
定
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
侮
辱
、
嫌
が
ら
せ
そ
の
他
の
差
別
的
言
動
を
す
る
こ

と
。 

二 

ゲ
ノ
ム
情
報
に
係
る
共
通
の
属
性
を
有
す
る
不
特
定
の
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
に
著
し
く
不
安
若
し
く
は
迷
惑
を

覚
え
さ
せ
る
目
的
又
は
そ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
当
該
属
性
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
助
長
し
若
し
く

は
誘
発
す
る
目
的
で
、
公
然
と
、
当
該
属
性
を
理
由
と
す
る
差
別
的
言
動
を
す
る
こ
と
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ゲ
ノ
ム
医
療
」
と
は
、
個
人
（
胎
児
を
除
く
。
）
の
細
胞
（
生
殖
細
胞
を
除
く
。
）
の
核
酸
を
構

成
す
る
塩
基
の
配
列
の
特
性
又
は
当
該
核
酸
の
機
能
の
発
揮
の
特
性
に
応
じ
て
当
該
個
人
に
対
し
て
行
う
医
療
を
い
う
。 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
等
） 

第
三
条 

何
人
も
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
は
、
保
険
、
雇
用
そ
の
他
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
確
実
に
防
止
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四 

第
二
十
一
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
応
じ
て
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
の
推
進
を
図
る
」
を
「
応
じ
た
ゲ
ノ
ム

情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。 

第
二
十
条
中
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療

の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
」
に
改
め
、
「
関
係
事
業
者
」
の
下
に
「
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け

た
者
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
を
受
け
る
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。 

第
十
九
条
中
「
技
術
を
」
の
下
に
「
有
し
、
か
つ
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
知
見
を
」
を
加

え
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。 

第
十
八
条
中
「
国
民
が
」
の
下
に
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の

防
止
及
び
解
消
の
必
要
性
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
前
三
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
十
五
条
に
規
定
す
る
ゲ
ノ
ム
情
報
の
適
正
な
取

扱
い
及
び
差
別
等
へ
の
適
切
な
対
応
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。 



  

五 

第
十
三
条
中
「
国
は
」
の
下
に
「
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
者
」
を
加
え
、
「
又
は
そ
の
」
を
「
、
そ

の
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
提
供
す
る
者
」
を
「
提
供
す
る
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、

第
十
二
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
中
「
国
は
、
」
の
下
に
「
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び

提
供
に
資
す
る
よ
う
、
ゲ
ノ
ム
医
療
又
は
そ
の
研
究
開
発
に
係
る
」
を
加
え
、
「
大
量
に
」
、
「
大
規
模
か
つ
効
率
的
に
」
及

び
「
、
国
際
間
に
お
け
る
情
報
の
共
有
の
戦
略
的
な
推
進
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
国
は
、
」
の
下
に
「
良
質
か
つ

適
切
な
」
を
加
え
、
「
の
推
進
を
図
る
た
め
」
を
「
に
資
す
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
良
質
か
つ
適
切
な
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
国
は
、
」
の
下
に
「
良
質

か
つ
適
切
な
」
を
加
え
、
「
の
推
進
を
図
る
た
め
」
を
「
に
資
す
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
三
章
中
同

条
の
前
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消
等
） 

第
十
六
条 

国
は
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た



 

六 

者
の
救
済
を
図
り
、
併
せ
て
ゲ
ノ
ム
情
報
に
関
連
し
て
生
じ
得
る
偏
見
そ
の
他
の
課
題
へ
の
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
、

指
針
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
前
項
の
施
策
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
等
の
実
態
の
調
査
並
び
に
当

該
施
策
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
効
果
の
検
証
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
て
当
該
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
等
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
ゲ
ノ
ム
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
） 

第
十
七
条 

国
は
、
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
ゲ
ノ
ム
情
報
の
取
得
、
管
理
、
開
示
そ
の

他
の
取
扱
い
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
医
師
等
、
研
究
者
等
及
び
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
関
す

る
指
針
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
生
命
倫
理
へ
の
適
切
な
配
慮
の
確
保
） 

第
十
八
条 

国
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
の
各
段
階
に
お
い
て
生
命
倫
理
へ
の
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
、
医
師
等
及
び
研
究
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 



  

七 

第
八
条
第
一
項
中
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ

ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
を
」
に
、
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
施
策
に
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
各
号
中
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療

の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

第
七
条
中
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の

研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
」
に
改
め
、
第
一
章
中
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
六
条
中
「
）
は
」
の
下
に
「
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
医
療
の
提
供
及
び
研
究
開
発
に
関
し
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理

由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
「
ゲ

ノ
ム
医
療
施
策
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医

療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
事
業
者
の
責
務
） 

第
十
二
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び

解
消
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ゲ
ノ



 

八 

ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
民
の
責
務
） 

第
十
三
条 

国
民
は
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消

の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
な
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条
中
「
第
三
条
の
」
及
び
「
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
し
」
を
削
り
、
「
応
じ
て
、
」
を
「
応
じ
た
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理

由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。 

第
四
条
中
「
前
条
の
」
を
「
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
基
本
理
念
」
の
下
に
「
（
次
条
か
ら
第
十
二

条
ま
で
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
」
を
「
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の

防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
」
に
改
め
、
「
か
つ
計
画
的
」
を
削
り
、

同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 
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（
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
） 

第
四
条 

ゲ
ノ
ム
情
報
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
人
は
も
と
よ
り
そ
の
家
族
に
つ
い
て
も
将
来
の
健
康
状
態
を
予
測
し
得
る
等

の
特
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
生
命
倫
理
へ
の
適
切
な
配
慮
） 

第
五
条 

ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
は
、
遺
伝
子
の
操
作
を
伴
う
も
の
そ
の
他
の
人
の
尊
厳
の
保
持
に
重
大
な
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
研
究
開
発
及
び
提
供
の
各
段
階
に
お
い
て
生
命
倫
理
へ

の
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
等
） 

第
六
条 

ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
及
び
研
究
開
発
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
研
究
開
発
に
際
し
て
試
料
を
提

供
し
、
若
し
く
は
当
該
試
料
に
係
る
検
査
を
受
け
る
者
に
対
す
る
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
者
の
十
分
な
理
解
を
得
た

上
で
、
そ
の
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
基
本
理
念
を
踏
ま
え
た
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
の
実
施
） 

第
七
条 

ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
施
策
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
基
本
理
念
を
十
分
に
踏
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ま
え
た
上
で
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
に
関
す
る
施
策
及
び
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
相
互
の
有
機
的
な
連

携
を
図
り
つ
つ
、
幅
広
い
医
療
分
野
に
お
け
る
世
界
最
高
水
準
の
ゲ
ノ
ム
医
療
を
実
現
し
、
そ
の
恵
沢
を
広
く
国
民
が
享
受

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
者
等
の
意
見
の
尊
重
） 

第
八
条 

ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る

施
策
は
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
者
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
提
供
を
受
け
る
者
等
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附
則
第
二
項
中
「
五
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

（
独
立
行
政
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
法
制
上
の
措
置
） 

２ 

国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
の
防
止
及
び
解
消
並
び
に
ゲ
ノ
ム
情
報
を

理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
者
の
救
済
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
範
囲
の
検
討
、
生
命
倫
理
に
配
慮
し
た
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発

及
び
提
供
の
確
保
等
の
事
務
を
中
立
公
正
な
立
場
で
独
立
し
て
つ
か
さ
ど
る
独
立
行
政
委
員
会
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な

法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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（
罰
則
の
整
備
等
に
関
す
る
法
制
上
の
措
置
） 

３ 
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
罰
則
の
整
備
、
ゲ
ノ
ム
情
報
の

不
正
取
得
、
漏
え
い
等
の
ゲ
ノ
ム
情
報
の
不
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
罰
則
の
整
備
そ
の
他
の
ゲ
ノ
ム
情
報
を
理
由
と
す
る
差

別
の
防
止
及
び
ゲ
ノ
ム
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 


